
４月29日㈭、ポコペン横丁で「青空小学校」が開校しました。
（関連記事を19ページに掲載）
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「子ども手当」についてのお知らせ

子ども手当

４月から子ども手当制度が開始されました。
制度の趣旨
　子ども手当は、次代の社会を担う子どもの健やか
な育ちを社会全体で応援するという趣旨のもとに親
などに支給します。

支給対象となる子ども
　満15歳以後の最初の３月31日まで（中学校修了ま
で）の間にある子ども

手当の額
　月額１万３千円

手当の支払期日
　６月、10月、２月に前月分までの手当を支払いま
す。

受給資格者
　支給対象児童を養育している父母のどちらかで、
恒常的に収入が多い、保険・所得税において支給対
象児童を扶養しているなど、客観的に見て支給対象
児童に対する養育費を多く負担している人。
　 ※諸事情により父母が支給対象児童を養育してい
ない場合は、この限りではありません。

支給を受けるための手続き
　手当の支給を受けるためには、養育者の住民票所
在地の市区町村で申請（認定請求・額改定請求）を
行う必要があります。公務員の人は職場で、外国人
の人は外国人登録原票に記載されている住所地で申
請してください。
＜手続きが必要な人＞…４月に申請書を送付しています。
　 ○平成22年３月31日の時点において、支給対象児
童を養育している人で、児童手当を受給していな
い人

　 ○平成22年３月31日の時点において、児童手当を
受給している人で、支給対象児童が増加する人（中
学校２・３年生を養育している人）

＜手続きが不要な人＞
　 ○平成22年３月31日の時点において、児童手当を
受給している人で、支給対象児童数などに変更が
ない人（中学校１年生以下の子どもしかいない人）

　 ○平成22年３月中に児童手当認定請求・額改定請
求をした人で、３月申請時の内容と変更のない人

　・その他、必要に応じて提出する書類があります。

申請場所
　社会福祉課、長浜・肱川・河辺の各支所市民福祉課

申請期限
　９月30日㈭　当日消印有効
　　 ※この期限を過ぎると、４月に遡及しての支給
が受けられなくなり、請求書を提出した月の翌
月分からの支給になります。

　　 ※４月１日以降の出生、転入などの異動による
届出の期限は、当該事由が発生した翌日から15
日以内となります。15日を過ぎますと、手当の
支給を受けられない月が発生することがありま
すのでご注意ください。

６月は「子ども手当現況届」

　子ども手当の認定を受けた人へ「子ども手当現況
届」を６月上旬に送付します。６月末までに必要事
項をご記入の上、社会福祉課、各支所市民福祉課ま
たは各連絡所に提出してください。期限内に現況届
を提出されない場合は、６月分以降の手当の支払い
が停止されます。必ず期限内に提出してください。
　子ども手当現況届は、受給者の６月１日現在での
養育状況や加入年金制度を確認するためのもので
す。

子ども手当現況届Ｑ＆Ａ
問　現況届はみんな必要なの？
答 　平成22年度については、平成22年３月以降に新
規認定請求をした人以外は全員提出が必要です。

　 ※ただし、平成22年３月以降に新規認定請求をし
た人でも、加入年金制度や子どもの養育状況に変
更がある人は本人から申し立てをしていただく必
要があります。
問　現況届の書類はどうしたらもらえるの？
答 　対象者に郵送でお届けします。６月中旬を過ぎ
ても書類が届かない場合は、社会福祉課か長浜・
肱川・河辺の各支所市民福祉課までご連絡くださ
い。

問　現況届に添付する書類はあるの？
答 　国民健康保険以外の人は受給者本人の保険証の
写しが必要です。

【問い合わせ先】
　社会福祉課　　　　　☎24－2111（内線186）
　長浜支所市民福祉課　☎52－1113（係直通）
　肱川支所市民福祉課　☎34－2311（内線226）
　河辺支所市民福祉課　☎39－2111（内線124）

申請に必要なもの
　・印鑑（シャチハタ不可）
　・�請求者本人の健康被保険者証の写し
　　（国民健康保険以外の場合）
　・請求者名義の振込口座の写し
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「みんなで築こう　人権の世紀」
－考えよう　相手の気持ち　育てよう　思いやりの心－

平成22年度啓発活動重点目標
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